
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号
）
新
旧
対
照
条
文

○
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
）

（
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
）

第
五
十
三
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該

第
五
十
三
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該

当
す
る
者
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行

当
す
る
者
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行

の
日
以
降
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
、
そ
の
従

の
日
以
降
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
し
、
そ
の
従

事
し
た
業
務
に
応
じ
て
、
離
職
の
際
に
又
は
離
職
の
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

事
し
た
業
務
に
応
じ
て
、
離
職
の
際
に
又
は
離
職
の
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

要
件
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

要
件
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

業
務

要
件

業
務

要
件

（
略
）

（
略
）

令
第
二
十
三
条
第
十
一
号
の
業

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
十
一
号
の
業

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

務
（
石
綿
等
（
令
第
六
条
第
二

一

両
肺
野
に
石
綿
に
よ
る
不
整
形
陰
影

務

一

両
肺
野
に
石
綿
に
よ
る
不
整
形
陰
影

十
三
号
に
規
定
す
る
石
綿
等
を

が
あ
り
、
又
は
石
綿
に
よ
る
胸
膜
肥
厚

が
あ
り
、
又
は
石
綿
に
よ
る
胸
膜
肥
厚

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
製
造

が
あ
る
こ
と
。

が
あ
る
こ
と
。

し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
限

二

石
綿
等
の
製
造
作
業
、
石
綿
等
が
使

二

石
綿
等
（
令
第
六
条
第
二
十
三
号
に

る
。
）

用
さ
れ
て
い
る
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材

規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

等
の
張
付
け
、
補
修
若
し
く
は
除
去
の

。
）
の
製
造
作
業
、
石
綿
等
が
使
用
さ

作
業
、
石
綿
等
の
吹
付
け
の
作
業
又
は

れ
て
い
る
保
温
材
、
耐
火
被
覆
材
等
の

石
綿
等
が
吹
き
付
け
ら
れ
た
建
築
物
、

張
付
け
、
補
修
若
し
く
は
除
去
の
作
業

工
作
物
等
の
解
体
、
破
砕
等
の
作
業
（

、
石
綿
等
の
吹
付
け
の
作
業
又
は
石
綿

吹
き
付
け
ら
れ
た
石
綿
等
の
除
去
の
作

等
が
吹
き
付
け
ら
れ
た
建
築
物
、
工
作

業
を
含
む
。
）
に
一
年
以
上
従
事
し
た

物
等
の
解
体
、
破
砕
等
の
作
業
（
吹
き

経
験
を
有
し
、
か
つ
、
初
め
て
石
綿
等

付
け
ら
れ
た
石
綿
等
の
除
去
の
作
業
を

の
粉
じ
ん
に
ば
く
露
し
た
日
か
ら
十
年

含
む
。
）
に
一
年
以
上
従
事
し
た
経
験



以
上
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

を
有
し
、
か
つ
、
初
め
て
石
綿
等
の
粉

三

石
綿
等
を
取
り
扱
う
作
業
（
前
号
の

じ
ん
に
ば
く
露
し
た
日
か
ら
十
年
以
上

作
業
を
除
く
。
）
に
十
年
以
上
従
事
し

を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

た
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

石
綿
等
を
取
り
扱
う
作
業
（
前
号
の

四

前
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
準
ず
る
も

作
業
を
除
く
。
）
に
十
年
以
上
従
事
し

の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要

た
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

件
に
該
当
す
る
こ
と
。

四

前
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
。

令
第
二
十
三
条
第
十
一
号
の
業

両
肺
野
に
石
綿
に
よ
る
不
整
形
陰
影
が
あ

務
（
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は

り
、
又
は
石
綿
に
よ
る
胸
膜
肥
厚
が
あ
る

取
り
扱
う
業
務
を
除
く
。
）

こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
健
康
管
理
手
帳
交
付
申
請
書
（
様

３

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
健
康
管
理
手
帳
交
付
申
請
書
（
様

式
第
七
号
）
に
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
書
類
（
当
該
書

式
第
七
号
）
に
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
書
類
（
当
該
書

類
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
て
書
）
（
令
第
二
十
三

類
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
て
書
）
（
令
第
二
十
三

条
第
八
号
又
は
第
十
一
号
の
業
務
に
係
る
前
項
の
申
請
（
同
号
の
業
務
に
係

条
第
八
号
又
は
第
十
一
号
の
業
務
に
係
る
前
項
の
申
請
（
同
号
の
業
務
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
令
第
二
十
三
条
第
十
一
号
の
業
務
（
石

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
令
第
二
十
三
条
第
十
一
号
の
業
務
の
項

綿
等
（
令
第
六
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

第
一
号
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
よ

）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
限
る
。
）
の
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
胸
部
の
エ
ッ
ク
ス
線
直
接
撮
影
又
は
特
殊
な
エ

ま
で
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う

ッ
ク
ス
線
撮
影
に
よ
る
写
真
を
含
む
。
）
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働

と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
胸
部
の
エ
ッ
ク
ス
線
直
接
撮
影
又
は
特
殊
な
エ
ッ

局
長
（
離
職
の
後
に
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者

ク
ス
線
撮
影
に
よ
る
写
真
を
含
む
。
）
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局

の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

長
（
離
職
の
後
に
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の

。

住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
二
（
第
三
十
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
条
関
係
）

物

含
有
量

物

含
有
量

（
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
）

（
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
）

（
略
）

（
略
）

酢
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

酢
酸
メ
チ
ル

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満



三
酸
化
砒
素

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ひ

次
亜
塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

次
亜
塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
略
）

（
略
）

鉛
化
合
物
（
令
第
十
八
条
第
二
十
四
号

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

鉛
化
合
物
（
令
第
十
八
条
第
二
十
四
号

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

に
掲
げ
る
鉛
化
合
物
を
い
う
。
）

に
掲
げ
る
鉛
化
合
物
を
い
う
。
）

ニ
ツ
ケ
ル
化
合
物
（
ニ
ツ
ケ
ル
カ
ル
ボ

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ル
を
除
き
、
粉
状
の
物
に
限
る
。
）

ニ
ツ
ケ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ニ
ツ
ケ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
略
）

（
略
）

ピ
ク
リ
ン
酸

―

ピ
ク
リ
ン
酸

―

砒
素
又
は
そ
の
化
合
物
（
ア
ル
シ
ン
及

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ひび
砒
化
ガ
リ
ウ
ム
を
除
く
。
）

ひ

フ
エ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

フ
エ
ノ
ー
ル

〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）



○
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
等
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

特
定
第
二
類
物
質

第
二
類
物
質
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
二
号
１
、

三

特
定
第
二
類
物
質

第
二
類
物
質
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
二
号
１
、

２
、
４
か
ら
７
ま
で
、

、

、

、

、

、

、

、

、

か
ら

２
、
４
か
ら
７
ま
で
、

、

、

、

、

、

、

か
ら

ま
で
、

12

17

19

20

23

24

26

27

28

12

17

19

20

23

24

26

30

ま
で
、

の
２
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
並
び
に
別
表
第
一
第

の
２
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
並
び
に
別
表
第
一
第
一
号
、
第

30

31

34

36

31

34

36

一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
七
号
、

二
号
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号

第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、

、
第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
か
ら
第
三
十

第
二
十
七
号
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
、
第
三
十
一
号
の
二
及

号
ま
で
、
第
三
十
一
号
の
二
及
び
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に

び
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

掲
げ
る
物
を
い
う
。

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
五
条

事
業
者
は
、
特
定
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
が

第
五
条

事
業
者
は
、
特
定
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
が

発
散
す
る
屋
内
作
業
場
（
特
定
第
二
類
物
質
を
製
造
す
る
場
合
、
特
定
第
二

発
散
す
る
屋
内
作
業
場
（
特
定
第
二
類
物
質
を
製
造
す
る
場
合
、
特
定
第
二

類
物
質
を
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
当
該
特
定
第
二
類
物
質
を
取
り
扱
う

類
物
質
を
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
当
該
特
定
第
二
類
物
質
を
取
り
扱
う

場
合
、
燻
蒸
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
令
別
表
第
三
第
二
号

、

若
し

場
合
、
燻
蒸
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
令
別
表
第
三
第
二
号

若
し
く
は

く
ん

く
ん

17

20

17

く
は

の
２
に
掲
げ
る
物
又
は
別
表
第
一
第
十
七
号
、
第
二
十
号
若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
又
は
別
表
第
一
第
十
七
号
若
し
く
は
第
二
十
号
に
掲
げ
る
物

31

20

第
三
十
一
号
の
二
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
臭
化
メ
チ
ル
等
」
と
い
う
。
）
を

（
以
下
「
臭
化
メ
チ
ル
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
と
き
、
及
び
令
別
表

取
り
扱
う
と
き
、
及
び
令
別
表
第
三
第
二
号

に
掲
げ
る
物
又
は
別
表
第
一

第
三
第
二
号

に
掲
げ
る
物
又
は
別
表
第
一
第
三
十
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下

30

30

第
三
十
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
ベ
ン
ゼ
ン
等
」
と
い
う
。
）
を
溶
剤
（
希

「
ベ
ン
ゼ
ン
等
」
と
い
う
。
）
を
溶
剤
（
希
釈
剤
を
含
む
。
第
三
十
八
条
の

釈
剤
を
含
む
。
第
三
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
取
り
扱
う

十
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
取
り
扱
う
場
合
に
特
定
第
二
類
物
質
の
ガ

場
合
に
特
定
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
屋
内
作

ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
屋
内
作
業
場
を
除
く
。
）
又
は
管
理
第

業
場
を
除
く
。
）
又
は
管
理
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん

二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
屋
内
作
業
場
に
つ

が
発
散
す
る
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
第
二
類
物
質
若
し
く
は

い
て
は
、
当
該
特
定
第
二
類
物
質
若
し
く
は
管
理
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸

管
理
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る

気
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ



設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば

ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
第
二
類
物
質
若
し
く
は
管
理
第
二
類
物
質

定
第
二
類
物
質
若
し
く
は
管
理
第
二
類
物
質
の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ

の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気

ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル

装
置
若
し
く
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
と
き

型
換
気
装
置
の
設
置
が
著
し
く
困
難
な
と
き
、
又
は
臨
時
の
作
業
を
行
う
と

、
又
は
臨
時
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
測
定
及
び
そ
の
記
録
）

（
測
定
及
び
そ
の
記
録
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
の
測
定
の
記
録
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
、
２

３

事
業
者
は
、
前
項
の
測
定
の
記
録
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
、
２

若
し
く
は
４
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、

若
し
く
は
４
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、

８
、

、

、

、

の
２
、

、

、

の
２
、

、

、

の
２
若
し

８
、

、

、

、

、

、

、

、

、

の
２
若
し
く
は

に
掲
げ

12

14

19

23

24

26

27

29

30

31

12

14

15

19

24

26

29

30

31

32

く
は

に
掲
げ
る
物
に
係
る
測
定
の
記
録
並
び
に
同
号

若
し
く
は

に
掲

る
物
に
係
る
測
定
の
記
録
並
び
に
同
号

若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
又
は
別

32

11

21

11

21

げ
る
物
又
は
別
表
第
一
第
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
物
（
以

表
第
一
第
十
一
号
若
し
く
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
ク
ロ
ム
酸

下
「
ク
ロ
ム
酸
等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
す
る
作
業
場
及
び
ク
ロ
ム
酸
等
を

等
」
と
い
う
。
）
を
製
造
す
る
作
業
場
及
び
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造

鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に

す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
つ
い
て
行
つ
た

つ
い
て
行
つ
た
令
別
表
第
三
第
二
号

又
は

に
掲
げ
る
物
に
係
る
測
定
の

令
別
表
第
三
第
二
号

又
は

に
掲
げ
る
物
に
係
る
測
定
の
記
録
に
つ
い
て

11

21

11

21

記
録
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
三
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
測
定
結
果
の
評
価
）

（
測
定
結
果
の
評
価
）

第
三
十
六
条
の
二

（
略
）

第
三
十
六
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

事
業
者
は
、
前
項
の
評
価
の
記
録
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
一
号
６
に
掲

３

事
業
者
は
、
前
項
の
評
価
の
記
録
の
う
ち
、
令
別
表
第
三
第
一
号
６
に
掲

げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、

、

、

の
２
、

、

の

げ
る
物
又
は
同
表
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、

、

、

、

、

、

若

14

19

23

24

27

14

15

19

24

29

30

２
、

、

若
し
く
は

の
２
に
掲
げ
る
物
に
係
る
評
価
の
記
録
並
び
に
ク

し
く
は

の
２
に
掲
げ
る
物
に
係
る
評
価
の
記
録
並
び
に
ク
ロ
ム
酸
等
を
製

29

30

31

31

ロ
ム
酸
等
を
製
造
す
る
作
業
場
及
び
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事

造
す
る
作
業
場
及
び
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て

業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
つ
い
て
行
つ
た
令
別
表

ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
つ
い
て
行
つ
た
令
別
表
第
三
第
二
号
11

第
三
第
二
号

又
は

に
掲
げ
る
物
に
係
る
評
価
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
三

又
は

に
掲
げ
る
物
に
係
る
評
価
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
三
十
年
間
保
存
す

11

21

21

十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）



第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
等
を
除

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
等
を
除

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、
８
、

、

、

、

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
４
か
ら
６
ま
で
、
８
、

、

、

、

11

12

14

19

11

12

14

15

、

、

の
２
、

、

、

の
２
、

、

、

の
２
若
し
く
は

に
掲

、

、

、

、

、

、

、

の
２
若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
若
し
く

21

23

24

26

27

29

30

31

32

19

21

24

26

29

30

31

32

げ
る
物
若
し
く
は
別
表
第
一
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
十
一

は
別
表
第
一
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号

号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
三
号
の

、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
四
号
、
第

二
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第

二
十
六
号
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の
二
若
し
く
は
第
三

三
十
号
、
第
三
十
一
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「

十
二
号
に
掲
げ
る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造

特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
（

し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て

ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら

は
、
ク
ロ
ム
酸
等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を

製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
限
る
。
次

取
り
扱
う
作
業
場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を
、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が

、
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
燻
蒸
作
業
に
係
る
措
置
）

（
燻
蒸
作
業
に
係
る
措
置
）

く
ん

く
ん

第
三
十
八
条
の
十
四

事
業
者
は
、
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て
行
う
燻
蒸
作
業

第
三
十
八
条
の
十
四

事
業
者
は
、
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て
行
う
燻
蒸
作
業

く
ん

く
ん

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

燻
蒸
に
伴
う
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
す
る
場
所
に
お
け

一

燻
蒸
に
伴
う
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
す
る
場
所
に
お
け

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

る
空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の

る
空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
又
は
臭
化
メ
チ
ル
の
濃
度
の
測
定
は
、
当
該

濃
度
の
測
定
は
、
当
該
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
す
る
場
所

倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
す
る
場
所
の
外
か
ら
行
う
こ
と
が

く
ん

く
ん

の
外
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

七

倉
庫
燻
蒸
作
業
又
は
コ
ン
テ
ナ
ー
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め

七

倉
庫
燻
蒸
作
業
又
は
コ
ン
テ
ナ
ー
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸
し
た
場
所
に
と
び
ら
等
を
開
放

ニ

倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸
し
た
場
所
に
と
び
ら
等
を
開
放

く
ん

く
ん

し
た
後
初
め
て
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
一
部
を
燻
蒸
中
の

し
た
後
初
め
て
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
一
部
を
燻
蒸
中
の

く
ん

く
ん

倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る

倉
庫
内
の
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る

く
ん

く
ん

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
倉
庫
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の
燻
蒸

く
ん

く
ん

し
た
場
所
又
は
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
お
け
る
空
気
中

し
た
場
所
又
は
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
お
け
る
空
気
中

く
ん

く
ん

の
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を

の
シ
ア
ン
化
水
素
又
は
臭
化
メ
チ
ル
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ
の



測
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な

場
合
に
お
い
て
、
当
該
燻
蒸
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
所
に
係
る
測
定
は

く
ん

く
ん

い
場
所
に
係
る
測
定
は
、
当
該
場
所
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

、
当
該
場
所
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

十

は
し
け
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十

は
し
け
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
ん

く
ん

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室

ヘ

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

等
に
天
幕
を
外
し
た
直
後
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
燻
蒸

等
に
天
幕
を
外
し
た
直
後
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
又
は
燻
蒸

く
ん

く
ん

中
の
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に

中
の
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
に

は
、
当
該
場
所
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
、

は
、
当
該
場
所
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
又

臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ

は
臭
化
メ
チ
ル
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、
当
該
居
住
室
等

該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

十
一

本
船
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
一

本
船
燻
蒸
作
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

く
ん

く
ん

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

燻
蒸
し
た
船
倉
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室

ハ

燻
蒸
し
た
船
倉
若
し
く
は
当
該
燻
蒸
し
た
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

等
に
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
等
を
外
し
た
後
初
め
て
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る

等
に
ビ
ニ
ル
シ
ー
ト
等
を
外
し
た
後
初
め
て
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
る

場
合
又
は
燻
蒸
中
の
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
労
働
者
を
立
ち
入

場
合
又
は
燻
蒸
中
の
船
倉
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
労
働
者
を
立
ち
入

く
ん

く
ん

ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
倉
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空
気
中
の
シ

ら
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
倉
又
は
居
住
室
等
に
お
け
る
空
気
中
の
シ

ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
測
定

ア
ン
化
水
素
又
は
臭
化
メ
チ
ル
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、

に
お
い
て
、
当
該
居
住
室
等
に
係
る
測
定
は
、
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク

労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
又
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
を
使

、
空
気
呼
吸
器
又
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
と
き
の
ほ
か

用
さ
せ
る
と
き
の
ほ
か
、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

、
当
該
居
住
室
等
の
外
か
ら
行
う
こ
と
。

十
二

第
七
号
ニ
、
第
十
号
ヘ
又
は
前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

十
二

第
七
号
ニ
、
第
十
号
ヘ
又
は
前
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ

当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
又
は
臭
化
メ

ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に

チ
ル
の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
場

の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入

所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭

ら
せ
な
い
こ
と
。

化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃
度
を
当
該
値
以
下
と
す
る
こ
と

が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
つ
て
当
該
場
所
の
排
気
を
行
う
場
合
に
お
い

て
、
労
働
者
に
送
気
マ
ス
ク
、
空
気
呼
吸
器
又
は
隔
離
式
防
毒
マ
ス
ク
を

使
用
さ
せ
、
か
つ
、
監
視
人
を
置
い
た
と
き
は
、
当
該
労
働
者
を
、
当
該

場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。



物

値

物

値

シ
ア
ン
化
水
素

三
ミ
リ
グ
ラ
ム
又
は
三
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

シ
ア
ン
化
水
素

十
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
又
は
十
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

臭
化
メ
チ
ル

四
ミ
リ
グ
ラ
ム
又
は
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

臭
化
メ
チ
ル

六
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
又
は
十
五
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ

〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
又
は
〇
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ド

ト
ル

備
考

こ
の
表
の
値
は
、
温
度
二
十
五
度
、
一
気
圧
の
空
気
一
立
方
メ
ー

備
考

こ
の
表
の
値
は
、
温
度
二
十
五
度
、
一
気
圧
の
空
気
一
立
方
メ
ー

ト
ル
当
た
り
に
占
め
る
当
該
物
の
重
量
又
は
容
積
を
示
す
。

ト
ル
当
た
り
に
占
め
る
当
該
物
の
重
量
又
は
容
積
を
示
す
。

２

事
業
者
は
、
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て

２

事
業
者
は
、
倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
臭
化
メ
チ
ル
等
を
用
い
て

燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
又
は
燻
蒸
中
の

燻
蒸
し
た
場
所
又
は
当
該
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
お
い
て
燻
蒸
作
業

く
ん

く
ん

く
ん

く
ん

場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
お
い
て
燻
蒸
作
業
以
外
の
作
業
に
労
働
者
を

以
外
の
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と

く
ん

従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
臭
化
メ
チ
ル
等
に

ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
臭
化
メ
チ
ル
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ

よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

一

倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
し
た
場
所
若
し
く
は
当
該
場
所

一

倉
庫
、
コ
ン
テ
ナ
ー
、
船
倉
等
の
燻
蒸
し
た
場
所
又
は
当
該
場
所
に
隣

く
ん

く
ん

に
隣
接
す
る
居
住
室
等
又
は
燻
蒸
中
の
場
所
に
隣
接
す
る
居
住
室
等
に
お

接
す
る
居
住
室
等
に
お
け
る
空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
又
は
臭
化
メ
チ
ル

く
ん

け
る
空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。

の
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
当
該
測
定
に
係
る
場
所
に
お
け
る

空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
、
臭
化
メ
チ
ル
又
は
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
濃

空
気
中
の
シ
ア
ン
化
水
素
又
は
臭
化
メ
チ
ル
の
濃
度
が
前
項
第
十
二
号
の

度
が
前
項
第
十
二
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を

の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入

超
え
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

ら
せ
な
い
こ
と
。

（
健
康
診
断
の
実
施
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

第
三
十
九
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
石
綿
等

第
三
十
九
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
石
綿
等

の
取
扱
い
又
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す

を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
業
務
を
除
く
。
）
に
常
時

る
場
所
に
お
け
る
業
務
を
除
く
。
）
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
別

従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応

表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業
務
へ

じ
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
同
表
の
中
欄

の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
以
内
ご
と
に
一

に
掲
げ
る
期
間
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目



回
、
定
期
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診

に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
業
務
（
石
綿
等
の
製
造
又
は
取
扱

２

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
業
務
（
同
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ

い
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
を
除
く
。
）
に

る
物
又
は
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
物
（
同
項
第
一
号
の
二
に
係
る
も
の

常
時
従
事
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
労
働
者
で
、
現
に
使
用
し
て
い
る
も
の
に
対

に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
常
時
従
事
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
労

し
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
労
働
者
が
常
時
従
事
し
た
同

働
者
で
、
現
に
使
用
し
て
い
る
も
の
に
対
し
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る

項
の
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
以
内
ご
と
に
一
回

業
務
の
う
ち
労
働
者
が
常
時
従
事
し
た
同
項
の
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
同
表

、
定
期
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断

の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
の
三
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
の
三
関
係
）

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

削
除

十
五

三
酸
化
砒
素
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ
し
、
三
酸
化
砒

ひ

ひ

素
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。

十
六
～
二
十
三

（
略
）

十
六
～
二
十
三

（
略
）

二
十
三
の
二

ニ
ツ
ケ
ル
化
合
物
（
ニ
ツ
ケ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル
を
除
き
、
粉
状

の
物
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ
し

、
ニ
ツ
ケ
ル
化
合
物
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を

除
く
。

二
十
四
～
二
十
七

（
略
）

二
十
四
～
二
十
七

（
略
）

二
十
七
の
二

砒
素
又
は
そ
の
化
合
物
（
ア
ル
シ
ン
及
び
砒
化
ガ
リ
ウ
ム
を

ひ

ひ

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ
し
、
砒
素

ひ

又
は
そ
の
化
合
物
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
除

く
。

二
十
八
～
三
十
六

（
略
）

二
十
八
～
三
十
六

（
略
）

別
表
第
三
（
第
三
十
九
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
九
条
関
係
）

業
務

期
間

項
目

業
務

期
間

項
目

）

）

）

）

一
～

（
略
）

一
～

（
略
）

十
八

十
八



（

（

（

（

三
酸
化
砒
素

六
月

一

業
務
の
経
歴
の
調
査

ひ

）

（
こ
れ
を
そ

二

三
酸
化
砒
素
に
よ
る
鼻
粘
膜
の
異
常

十
九

ひ

の
重
量
の
一

、
呼
吸
器
症
状
、
口
内
炎
、
下
痢
、
便

（

パ
ー
セ
ン
ト

秘
、
体
重
減
少
、
知
覚
異
常
等
の
他
覚

を
超
え
て
含

症
状
又
は
自
覚
症
状
の
既
往
歴
の
有
無

有
す
る
製
剤

の
検
査

そ
の
他
の
物

三

せ
き
、
た
ん
、
食
欲
不
振
、
体
重
減

を
含
む
。
）

少
、
知
覚
異
常
等
の
他
覚
症
状
又
は
自

を
製
造
し
、

覚
症
状
の
有
無
の
検
査

又
は
取
り
扱

四

鼻
粘
膜
の
異
常
、
鼻
中
隔
穿
孔
等
の

せ
ん

う
業
務

鼻
腔
の
所
見
の
有
無
の
検
査

く
う

五

皮
膚
炎
、
色
素
沈
着
、
色
素
脱
失
、

角
化
等
の
皮
膚
所
見
の
有
無
の
検
査

六

尿
中
の
ウ
ロ
ビ
リ
ノ
ー
ゲ
ン
の
検
査

七

令
第
二
十
三
条
第
五
号
の
業
務
に
五

年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
場
合

は
、
胸
部
の
エ
ツ
ク
ス
線
直
接
撮
影
に

よ
る
検
査

）

）

）

）

～

（
略
）

～

（
略
）

十
九

二
十
三

二
十

二
十
四

（

（

（

（

ニ
ツ
ケ
ル
化
合

六
月

一

業
務
の
経
歴
の
調
査

）

物
（
こ
れ
を
そ

二

作
業
条
件
の
簡
易
な
調
査

二
十
四

の
重
量
の
一
パ

三

ニ
ツ
ケ
ル
化
合
物
に
よ
る
皮
膚
、
気

（

ー
セ
ン
ト
を
超

道
等
に
係
る
他
覚
症
状
又
は
自
覚
症
状

え
て
含
有
す
る

の
既
往
歴
の
有
無
の
検
査

製
剤
そ
の
他
の

四

皮
膚
、
気
道
等
に
係
る
他
覚
症
状
又

物
を
含
む
。
）

は
自
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

を
製
造
し
、
又

五

皮
膚
炎
等
の
皮
膚
所
見
の
有
無
の
検

は
取
り
扱
う
業

査

務



）

）

）

）

～

（
略
）

～

(

略)
二
十
五

二
十
七

二
十
五

二
十
七

（

（

（

（

砒
素
又
は
そ
の

六
月

一

業
務
の
経
歴
の
調
査

ひ

）

化
合
物
（
こ
れ

二

作
業
条
件
の
簡
易
な
調
査

二
十
八

ら
の
物
を
そ
の

三

砒
素
又
は
そ
の
化
合
物
に
よ
る
鼻
粘

ひ

（

重
量
の
一
パ
ー

膜
の
異
常
、
呼
吸
器
症
状
、
口
内
炎
、

セ
ン
ト
を
超
え

下
痢
、
便
秘
、
体
重
減
少
、
知
覚
異
常

て
含
有
す
る
製

等
の
他
覚
症
状
又
は
自
覚
症
状
の
既
往

剤
そ
の
他
の
物

歴
の
有
無
の
検
査

を
含
む
。
）
を

四

せ
き
、
た
ん
、
食
欲
不
振
、
体
重
減

製
造
し
、
又
は

少
、
知
覚
異
常
等
の
他
覚
症
状
又
は
自

取
り
扱
う
業
務

覚
症
状
の
有
無
の
検
査

五

鼻
粘
膜
の
異
常
、
鼻
中
隔
穿
孔
等
の

せ
ん

鼻
腔
の
所
見
の
有
無
の
検
査

く
う

六

皮
膚
炎
、
色
素
沈
着
、
色
素
脱
失
、

角
化
等
の
皮
膚
所
見
の
有
無
の
検
査

七

令
第
二
十
三
条
第
五
号
の
業
務
に
五

年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
場
合

は
、
胸
部
の
エ
ツ
ク
ス
線
直
接
撮
影
に

よ
る
検
査

）

）

）

）

～

（
略
）

～

（
略
）

二
十
九

三
十
七

二
十
八

三
十
六

（

（

（

（

別
表
第
四
（
第
三
十
九
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
三
十
九
条
関
係
）

業
務

項
目

業
務

項
目

）

）

）

）

一
～

（
略
）

一
～

（
略
）

十
九

十
九

（

（

（

（

三
酸
化
砒
素
（
こ
れ

一

作
業
条
件
の
調
査

ひ

）

を
そ
の
重
量
の
一
パ

二

医
師
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
胸

二
十

ー
セ
ン
ト
を
超
え
て

部
の
エ
ツ
ク
ス
線
直
接
撮
影
若
し
く
は

（



含
有
す
る
製
剤
そ
の

特
殊
な
エ
ツ
ク
ス
線
撮
影
に
よ
る
検
査

他
の
物
を
含
む
。
）

、
毛
髪
若
し
く
は
尿
中
の
砒
素
の
量
の

ひ

を
製
造
し
、
又
は
取

測
定
、
肝
機
能
検
査
、
赤
血
球
系
の
血

り
扱
う
業
務

液
検
査
、
喀
痰
の
細
胞
診
、
気
管
支
鏡

か
く
た
ん

検
査
又
は
皮
膚
の
病
理
学
的
検
査

）

）

）

）

～

（
略
）

～

（
略
）

二
十

二
十
三

二
十
一

二
十
四

（

（

（

（

ニ
ツ
ケ
ル
化
合
物
（
こ

一

作
業
条
件
の
調
査

）

れ
を
そ
の
重
量
の
一
パ

二

医
師
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
尿

二
十
四

ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含

中
の
ニ
ツ
ケ
ル
の
量
の
測
定
、
胸
部
の

（

有
す
る
製
剤
そ
の
他
の

エ
ツ
ク
ス
線
直
接
撮
影
若
し
く
は
特
殊

物
を
含
む
。
）
を
製
造

な
エ
ツ
ク
ス
線
撮
影
に
よ
る
検
査
、
喀か

く

し
、
又
は
取
り
扱
う
業

痰
の
細
胞
診
、
皮
膚
貼
布
試
験
、
皮
膚

た
ん

て
ん

務

の
病
理
学
的
検
査
、
血
液
免
疫
学
的
検

査
、
腎
尿
細
管
機
能
検
査
又
は
鼻
腔
の

く
う

耳
鼻
科
学
的
検
査

）

）

）

）

～

（
略
）

～

（
略
）

二
十
五

二
十
七

二
十
五

二
十
七

（

（

（

（

砒
素
又
は
そ
の
化
合
物

一

作
業
条
件
の
調
査

ひ

）

（
こ
れ
ら
の
物
を
そ
の

二

医
師
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
胸

二
十
八

重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト

部
の
エ
ツ
ク
ス
線
直
接
撮
影
若
し
く
は

（

を
超
え
て
含
有
す
る
製

特
殊
な
エ
ツ
ク
ス
線
撮
影
に
よ
る
検
査

剤
そ
の
他
の
物
を
含
む

、
尿
中
の
砒
素
化
合
物
（
砒
酸
、
亜
砒

ひ

ひ

ひ

。
）
を
製
造
し
、
又
は

酸
及
び
メ
チ
ル
ア
ル
ソ
ン
酸
に
限
る
。

取
り
扱
う
業
務

）
の
量
の
測
定
、
肝
機
能
検
査
、
赤
血

球
系
の
血
液
検
査
、
喀
痰
の
細
胞
診
、

か
く
た
ん

気
管
支
鏡
検
査
又
は
皮
膚
の
病
理
学
的

検
査

）

）

）

）

～

（
略
）

～

（
略
）

二
十
九

三
十
七

二
十
八

三
十
六

（

（

（

（



別
表
第
五
（
第
三
十
九
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
三
十
九
条
関
係
）

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

三
酸
化
砒
素
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ
し
、
三
酸
化
砒
素

ひ

ひ

の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。

七
・
八

（
略
）

八
・
九

（
略
）

九

ニ
ツ
ケ
ル
化
合
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ
し
、
ニ
ツ
ケ

ル
化
合
物
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

十
二

砒
素
又
は
そ
の
化
合
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
。
た
だ
し
、

ひ

砒
素
又
は
そ
の
化
合
物
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

ひを
除
く
。

十
三
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）



○
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
証
票
）

（
証
票
）

第
六
十
七
条

（
略
）

第
六
十
七
条

（
略
）

２

法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
証

２

法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
証

票
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
様

票
は
、
労
働
安
全
衛
生
規
則

（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
様

式
第
二
十
一
号
の
二
の
二
に
よ
る
。

式
第
二
十
一
号
の
二
に
よ
る
。

別
表

作
業
場
の
種
類
（
第
三
条
―
第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七

別
表

作
業
場
の
種
類
（
第
三
条
―
第
六
条
、
第
五
十
一
条
の
八
、
第
五
十
二

条
、
第
五
十
一
条
の
八
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
九
条
、
第

条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
関
係
）

六
十
一
条
関
係
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
三
第
一
号
６
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は

四

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
三
第
一
号
６
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は

同
号
８
に
掲
げ
る
物
で
同
号
６
に
係
る
も
の
若
し
く
は
同
表
第
二
号

、

同
号
８
に
掲
げ
る
物
で
同
号
６
に
係
る
も
の
若
し
く
は
同
表
第
二
号

、

10

10

、

、

、

、

の

、

の

若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
若
し
く

、

、

、

、

若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
特
定
化
学
物

11

13

21

22

23

2

27

2

33

11

13

15

21

22

33

は
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九

質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
別
表
第
一

号
）
別
表
第
一
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二

第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十

十
二
号
、
第
二
十
三
号
の
二
、
第
二
十
七
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
三
号

二
号
若
し
く
は
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱

に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場
又
は
労
働
安

う
屋
内
作
業
場
又
は
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
四
第
一
号
か
ら
第

全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
四
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
若
し
く

八
号
ま
で
、
第
十
号
若
し
く
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
（
遠
隔
操
作

は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
（
遠
隔
操
作
に
よ
つ
て
行
う
隔
離
室
に
お

に
よ
つ
て
行
う
隔
離
室
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
屋
内
作
業
場

け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
屋
内
作
業
場

五

（
略
）

五

（
略
）



○
石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
作
業
の
記
録
）

（
作
業
の
記
録
）

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
取
扱
い
又
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製

に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
い
て
常
時
作
業
に
従
事
す
る

造
す
る
作
業
場
に
お
い
て
常
時
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
一
月

労
働
者
に
つ
い
て
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、

を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
当
該
労
働
者
が
当

こ
れ
を
当
該
労
働
者
が
当
該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
当
該
作
業
に
従
事
し
な

該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
当
該
作
業
に
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら

い
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
四
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

四
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作
業
に
従
事

二

従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た
期
間

し
た
労
働
者
に
あ
っ
て
は
、
従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従

事
し
た
期
間

三

石
綿
等
の
取
扱
い
又
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ

ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
作
業
（
前
号
の
作
業
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
周
辺
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
労
働
者
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
周
辺
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該

場
所
に
お
い
て
他
の
労
働
者
が
従
事
し
た
石
綿
等
を
取
り
扱
い
、
又
は
試

験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
作
業
の
概
要
及
び
当
該
周
辺
作
業
従
事
者
が
周

辺
作
業
に
従
事
し
た
期
間

四

（
略
）

三

（
略
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

第
四
十
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
石
綿
等
の

第
四
十
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
石
綿
等
を

取
扱
い
又
は
試
験
研
究
の
た
め
の
製
造
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る

取
り
扱
い
、
又
は
試
験
研
究
の
た
め
製
造
す
る
業
務
に
限
る
。
）
に
常
時
従

場
所
に
お
け
る
業
務
に
限
る
。
）
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入

事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び

れ
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回

そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ

、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば

る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）



２

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
業
務
（
石
綿
等
の
製
造
又
は
取
扱

２

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
二
項
の
業
務
（
同
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ

い
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
限
る
。
）
に

る
物
又
は
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
物
（
同
項
第
一
号
の
二
に
係
る
も
の

常
時
従
事
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
労
働
者
で
、
現
に
使
用
し
て
い
る
も
の
に
対

に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
常
時
従
事
さ
せ
た
こ
と
の
あ
る
労

し
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い

働
者
で
、
現
に
使
用
し
て
い
る
も
の
に
対
し
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定

て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）



○
石
綿
障
害
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
七
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
る
石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
作
業
の
記
録
）

（
作
業
の
記
録
）

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
の
製
造
又
は
取
扱
い
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ

第
三
十
五
条

事
業
者
は
、
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お

ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
い
て
常
時
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、

い
て
常
時
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご

一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
当
該
労
働
者

と
に
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
当
該
労
働
者
が
当
該
事
業
場
に
お
い
て

が
当
該
事
業
場
に
お
い
て
常
時
当
該
作
業
に
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日

常
時
当
該
作
業
に
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
四
十
年
間
保
存
す
る

か
ら
四
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
に
従
事
し
た
労
働
者
に
あ
っ

二

従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た
期
間

て
は
、
従
事
し
た
作
業
の
概
要
及
び
当
該
作
業
に
従
事
し
た
期
間

三

石
綿
等
の
製
造
又
は
取
扱
い
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所

に
お
け
る
作
業
（
前
号
の
作
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
周
辺

作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
労
働
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
周

辺
作
業
従
事
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
他
の

労
働
者
が
従
事
し
た
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
の
概
要
及

び
当
該
周
辺
作
業
従
事
者
が
周
辺
作
業
に
従
事
し
た
期
間

四

（
略
）

三

（
略
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

（
健
康
診
断
の
実
施
）

第
四
十
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
特
定
石
綿

第
四
十
条

事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務
（
特
定
石
綿

等
の
製
造
若
し
く
は
取
扱
い
に
伴
い
石
綿
の
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お

等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
取
り
扱
う
業
務
又
は
製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
試
験

け
る
業
務
又
は
製
造
等
禁
止
石
綿
等
を
試
験
研
究
の
た
め
に
製
造
し
、
若
し

研
究
の
た
め
に
製
造
し
、
若
し
く
は
使
用
す
る
業
務
に
限
る
。
）
に
常
時
従

く
は
使
用
す
る
業
務
に
限
る
。
）
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入

事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入
れ
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び

れ
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回

そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ

、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば

る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）



２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）


